
制度 を検討す る上の課題

1.対 象 とする文書の範囲について

▼検討のポイン ト

・提供制度の対象 となる文書をどう定義するかは、自治体ごとに違いがある。

・文書の保管場所による区分 と、文書の内容による区分 とが考えられ る。

▼選択肢

【保管場所】

① 一 定の場所 (県民センター)に 配架しているものに限る。

② 文 書の保管場所は間わない。

【文書の内容】

① 全 部開示決定文書、全部開示決定が可能な文書 (他県と同様)

② ① 十α 〔後述(3)(4)で示すような文書を対象とできるか〕
|

(1)文 書の保管場所による区分

|      ! ① 県民センター配架分に限る

卜

~十 一

キ

ニ 堂 二 I‐ 二 主 :上 工 三 二

十 対応窓口  1 県 民センター
| 、_______十 一一―~~一 J―――_十 一――

1  害 毬 i 情託   |  ! 日 配 わ ヽ/ 力 _実費収受 県民セ ンター

―

―

―

“

―

―

‐

十

一

|

制度の対象 と |
なる文書

少 ない

(センターヘ の配架促進 が必要)

お金の収受、文書の交付は県民
センターだけですむ。

対象文書の範囲が明確。

対象文書の範囲が狭い。
センターには有料 コピー機があ

り、現在でもセル フコピーは可

能なため、メリッ トは限 られる。
センターヘの配架促進が必要

配架スペースが限 られ る。

②保管場所に限定なし

すべての所属

県庁 :県民センター

(金銭取扱のため移動が必要)

地域機関等 :地域機関等

・対象文書の範囲が広い。

県庁の場合、申出は各所属で受

けられても、実費収受は県民セ

ンターで行 う必要がある。

対象文書の範囲が明確でないた

め、各所属の意思統一が必要。

(開示請求 してもらう書類か情

報提供できる書類か、等)
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神奈川県は、県政情報センター等にある文書は、提供制度の対象外 としている。 (情報

提供の申出は原則来庁 して行 うことになってお り、有料 コピー機がある場所の文書はセル

フサー ビスで、 とい うことか ?

群馬県の県民センターにもコピー機があるが、郵送 ・FAX等 の依頼に対応できるメ リ

ッ トがあるので、県民センター配架分を除外す るのは好ましくない と思われ る。

/ ‐
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ― ――――――――――――――――――――― 十 ―― ― 十 一 十 一 ― ― ―― ― ― ―一 ふ

、

|◆ 神奈川県/県 民の求めに応じた情報提供に関する要綱

|(適 用除外)

1 第 7条  こ の要綱は、県政情報センター、横浜地域県政情報コーナー、川崎地域県政情報ヨ

| _キ _形 ィ曲 愉 巳 静 博 報 コ ー キ ー ,打 F独 lィ 1′、ス行 静 容 賊 の 階 鋼 樹 地 rぅ l′マ ルキ ギ宙田 lサ討′、ア>>―ナー及び地域県政情報コーナー1調課 しているの 障鋼周知こついて,よ適用しないことと|

1拓
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― 一 ヽ ジ

逆に、県民センターな ど、一定の場所に配架 した資料についての複写のみを対象 として

いる事例 も見 られる。

情報提供手段を検討す る中で制定 したものではなく、県民センター等を設置するに際 し

て制定 したものと考えられる。

|◆ 福井県/県 政情報センター等の設置お よび管理に関する要綱          |

|(閲 覧お よび複写)                              !

i 第 3条  総 務部情報公開 ,法 制課長 (以下 「情報公開 ・法制課長」 とい う。)は 、県 |

1  政 情報センターまたは若狭地区県政情報 コーナーを利用す る者 (以下 「利用者」 と|

|  い う。)が 、行政資料を閥覧または複写 しようとす るときは、行政資料閲覧 (複写)|

|  カ ー ド (様式第 1号 )に 必要な事項を記入の上提出させ るものとする。     |

1 2 前 項の規定による行政資料の複写部数は、 1件 につき 1部 とす る。      |

|(実 費)                                   |

1 第 4条  情 報公開 ・法制課長は、前条の規定による行政資料の複写に要する実費を利 |

1  用 者に負担 させ るもの とする。

1 2 前 項の実費は、複写 1枚 につき 10円 とする。                |

(2)文 書の内容による区分

他県では、情報提供制度の対象について次のとお り整理 してお り、参考になる。

|◆ 官城県/情 報公開事務取扱要綱

1 第 8 文 書提供

1  非 開示情報を含まない行政文書については、担当課等の判断により、条例の規定に

| よ る交付のほか、次の方法により、有償で行政文書の写 しを提供 (以下 「文書提供」

1 と い う。)す ることができるもの とす る。

1 1 対 象文書
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√

条例の手続きによることなく提供す ることができる行政文書の写 しは、次に掲げ|

る行政文書の写 しとす る。                          |

(1)既 に公表 している統計資料等                     |

(2)過 去に全部開示 したことのある行政文書など担当課等において非開示情報が|

含まれていないことが容易に判断できる行政文書             |
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― , ― ― ― ―  ― ― ― ― ― ― 一 ― 一 一 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ヽ 一 ヽ 一 一 ノ

|◆ 神奈川県/県 民の求めに応じた情報提供に関する要綱

|(対 象文書)

1 第 3条  公 開請求の手続によることなく、情報提供できる行政文書は、次に掲げる

|ものとする。

|(1)過 去に公開請求があり全部を公開した行政文書で、求めを受けた時点ヤ載和 てヽも明ら

|   力 Wこ半鵬物竣 わらないもの

|(2)既 に公表されている情報のみが記載されている行政文書

|(3)そ の他条例第 5条 各号に規定する非公開情報が含まれていないことが明らかな行政文書

(3)新 たな文書を対象 とできるか (自己提出文書)

通常、個人が県に提出した文書であれば、個人情報保護条例にもとづ く個人情報開示請

求で写 しを得ることが可能であるが、法人が県に提出した文書については、条例に基づ く

手続 きで写 しが手に入 らない場合がある。

例えば、文書に法人の機密情報が含まれている場合、情報公開条例に基づ く開示請求で

は、法人 自ら請求 した としても、開示す ることができない。情報公開条例に基づ く開示請

求に対する決定は、請求者が誰であるかを考慮 しないか らである。

また、個人情報保護条例は、法人を請求の主体 と認めていないため、この条例に基づき

法人が 自分の情報 を見たい と希望 しても叶わない。 (本県の場合、法人代表者の個人情報

として法人代表者に個人情報開示請求 してもらい対応することは可能。)

この問題をクリアするため、鳥取県では、情報提供制度の対象に 「自己提出文書」を含

めている。

「自己提出文書」の希望に対 しては、その文書に押 されたのと同じ印を情報提供依頼書に

押す ことを求めている。希望する文書に押印がない場合などは、印鑑証明を求めて確認を

している。

| ◆鳥取県/公 文書の任意提供の取扱いについて

1 以 下の文書の内、その性質、使用 目的から有償提供すべきもの

i〔 公表文書等〕

| ・条例第 2条 第 2項 に定める公文書から除外されている文書及び公表 (予定)

i〔 定例請求文書等〕

| ・ 過去 1年 以内に一度全部開示決定 したことのある文書 (白抜きにより全部開示決定|

文書  |
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とした文書を除 く。)と 同種の文書 (明らかに非開示部分 を含まないもの)

に開示請求が繰 り返 されているもの

・過去 1年 以内に一度全部開示決定 したことのある文書

で定例的 |

(4)新 たな文書を対象 とできるか (既存文書の枠を越えて ?)

開示請求制度は、請求時点で作成 ・保有 している文書のみを対象 としているため、これ

か ら作る文書や、将来受け取るであろ う文書を請求することはできない。また、管理する

文書をあるがままに示す制度であ り、請求者の便 を考えて力『工するとい うこともできない。

しか し、文書の対象が限定 されることが、請求に対応す る手間を増やす場合がある。

例 1:請 求者が、特定の

データしかなく、

1か 月のデータを希望

30日間のデータをまと

しているが、請求時点では 日ごとの

める作業はまだすんでいない。

この場合、開示請求であれば、 日ごとのデータを 30日 分特定す ることになるが、請求

者 としてはそこまで詳細なデータは不要であ り、必要なデータを得 るためには、自分で 30

日分を集計 しなければな らない。

仮に、将来作成 され る文書を事前に請求できるとすれば、請求後、書類ができた段階で

県か ら連絡をもらい、お金 と引き替えに文書を受け取ることができる。

石

― ｀ 一 ― ― 一 一 ― 一 ― ― ― 十 一 一 ― 一 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 一 ― ― ― 一 ― ― ― 一 ヽ 一 一 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 一 一 ― 一 一 ― ― 一 一 ― ― ― ― ― ― ― 一 一 一 一 一 ― ―一 ― ― ‐ ― 一 一 ― 一 ―

、

例 2:請 求者が希望しているのは書類の一部であり、希望している情報に非開示部
|

分はないが、同じページに開示 ・非開示の判断が容易でない情報がある。  |

この場合、開示請求であれば、書類を加工 して必要な部分だけ開示するとい うことはで

きず、請求者が希望 しない部分の情報 も開示できるか否か判断す る必要があるため、決定

までに余計な時間を費やす ことになる。

仮に、希望 していない部分を切 り取つて (自抜きして)写 しの交付をすることができれ

ば、請求者 ・実施機関双方の時間が節約できる。

例に示 した 「将来作成 される文書を事前に請求」や 「希望 していない部分を切 り取って

(白抜きして)写 しの交付」は、条例に基づ く開示請求においては、タブー とされている。

例 1や 例 2に 対応できるような柔軟な制度を作つた場合、効率的で迅速な情報提供が可

能になると考えら
｀
れる反面、情報提供を受けた実施機関が恣意的な運用をすることも懸念

され る。

r南宗語またと非者iご斉志戒
??? r

t_F型掛員想__十 一~う    t

融通の利 く制度に |

誘導 しよ う   |
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例 1や 例 2の 事例は、請求者 と実施機関との間で充分な意思疎通ができれば、より負担

の少ない方法で対応が可能である。新たな制度を作つて対応す るべきか、運用面を改善す

ることで対応できるかの判断が必要か。

/― ―

1例
1

1例
2

u__

→データをまと

→開示請求 (写

める作業ができた ら請求者に連絡 し、開示請求 してもらう。

しの交付)で はない方法で、情報提供を行 う。

―
―‐　‐‐‐‐プ・

2.無 償で配布する文書 との区別について

▼検討のポイン ト

情報提供制度を開始することで、これまで無料で提供 していた文書が有料になる場

合が考えられる。

どんなものであれば、引き続 き無償配布文書 として取 り扱えるかについて、一定の

目安を提示す る必要がある。

1 他
県で定義を,て お り、本県においても参考になると思われる。

他県でも、要綱等で無償で配布す る場合の定義を試みてお り、それを参考にするのがよ

いか。ただ、目安 としての定義にとどま り、 どうしても 「所属の判断」の余地は残 る。

各所属で、意思統一を図る必要がある。

|◆ 奈良県情報提供の事務の取扱いに関する要綱                 |

|(費 用徴収)                                 |

1第4条  前 条第 2項 の規定により写 しの交付を行 う場合においては、奈良県情報公開事 |

1務取扱要細 (平成 13年 3月 30日 制定)第 3の 10の 例により費用を徴収するものとす 十

1る。ただ し、次に掲げる行政文書については、費用を徴収 しないこととすることができ,

十る。                             |

|(1)県 の事務事業の広報や普及啓発を目的に作成 された行政文書         |

|(2)県 の事務事業の遂行上情報提供をする必要がある等の理由により、課長等が費用 |

|  を 徴収 しないことが適当であると認 める行政文書               |

◆神奈川県/県 民の求めに応じた情報提供に関する要綱

(費用負担)

1第4条  担 当課等が第 3条 に規定す る行政文書の写 し等を提供する場合、当該行政文書

|の写 し等の交付に要す る費用は、情報提供 を求めるもの (以下 「申出者」 とい う。)の

1負担 とする。

|  た だ し、次に掲げる行政文書の写 し等を提供する場合は、この限 りでない。
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(1)広 報や普及啓発を目的に作成された行政文書                |

|(2)県 民に法令 ・行政手続 ・行政サービス等の内容を説明するために必要な行政文書 |

(3)そ の他無料で情報提供することが適当と認められる行政文書         |

(_______… ………十一十一十一十一十一一―一~一一―一一十一一一一十一一十一~~十 一~一リ

√
~‐~'‐~‐~~ヽ一―一‐――――――――――ヽ ――トーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーーーー ーーーー ーーーーーヽ ―‐―――――――――――一 ――――――――本_l

◆鳥取県/公 文書の任意提供の取扱いについて

(無償提供す る場合の例示)

・県への許認可 ・補助金 申請等行政手続を前提 とした例規 ・交付要綱の提供

・県の事務事業に関す る説明責任 を果たすための提供

○県民の声に対す る回答に要する資料の提供

①県の事務事業の達成のための住民説明会等での資料の提供

・県の事務事業に関する報道機関か らの問い合わせに対 し説明す るための提供

――――――― ――‐―一――――一――― ――――一‐―ツブ

3.費 用負担額 と根拠規定について

|

▼検討のポイン ト

費用負担に関す る根拠規定をどこに置 く

いる例が多いが、条例や規則に定めを置 く

また、費用負担額については、開示請求

か。他県では、要綱 ・要領に定めを置いて

例 も見 られる。

と同様 とす ることの確認 をす る。

▼選択肢

①条例 ・規則  … ・

②要綱 ・要領等 … ・

※①であれば改正。

…・「情報公開条例」「条例施行規則」

…・「群馬県公文書開示事務取扱要綱」

「情報公開の総合的推進総進に関する事務取扱要綱」

②であれば、改正または新たな規定の制定とい う形に。

地方自治法第 227条 は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつ

き、手数料を徴収す ることができることを定め、同第 228条 は、手数料は条例で定めなけ

れば徴収できない音を規定 している。

新制度で写 しの交付をする場合の実費負担は、以下 「地方財務実務提要からの引用」で

示す とお り、手数料 とは異なるもので、必ず しも条例の根拠が必要ではなく、要綱、要領

等に規定を置 くことも可能である。

なお、群馬県情報公開条例にもとづ く開示請求は、実費負担 を徴収する旨を条例に、具

体的な金額を規則に定めているが、この場合 も、実費負担は手数料 とは別のもの (手数料

ではなく雑収入 として調定)と 考えている。
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/ ―
― ― ― ―

■地方財務実務提要からの引用

地方公共団体は、特定の者に対 して行 うサー ビスについては、手数料を徴収すること

ができます (自治法第 227条 )。この手数料は、公法上の収入 とされ、条例で定めなけ

ればな りません…・。

・…いわゆる実費徴収は地方公共団体 と住民等が対等の立場で行 う契約の一種

手数料 とは異なるものと観念 されていますので、条例、規則にその定めがなく

内規で扱っても差 し支えないとい うことにな ります。

と解 され、

ても要綱、

一――」

「行政文書提供制度」をすでに持つている自治体を見ると、要綱 ・要領等に定めを置いて

いる例がほとん どであるが、条例 。規則に定めを置いている例も見 られる。

要綱 ・要領等に定めを置 く場合は、既存の要細 ・要領等に、「行政文書提供」に関する

規定を追加する形 (ア)か 、新たに単独の規定を設 ける形 (イ)に なる。

|(Zユ 並 Q室迎範 み込控__
1  情 報公開事務取扱要綱 (岩手県)

1  情 報公開事務取扱要領 (愛知県)

|(イ )新 たな要綱、要領を制定す る

行政資料の収集及び管理に関する要綱 (福島県)

行政資料の写 しの交付に係 る費用徴収取 り扱い要領 (埼玉県)

県民の求めに応 じた情報提供に関する要綱 (神奈川県)

情報提供の事務の取扱いに関する要綱 (奈良県)

宮崎県では、次のとお り規則に規定を置いている。

宮崎県/知 事が保有する公文書の開示等に関する規則               |

第 13条 (公文書等の写しの交付に要する費用等)               |

条例第 25条 の公文書の写しの交付に要する費用は、当該写しの作成及び送付に要 |

する費用とする。                               ‐

2前 項の公文書の写しの作成に要する費用は別表に定める額とし、同項の公文書の写!

しの送付に要する費用は郵便等の実費とする。                 |

3第 1項 の公文書の写しの交付に要する費用は、前納しなければならない。    |

_4ゥャ条例免ユ_4条2湿 長に氏夕々県、たヽサ盆ユ境銀提傑睡 資料,aク星ヒ食劉 を重!文よ、2_と
|

鋒 _五食1兆ゃ営該豆立食套止蜂家二a費 、星綾 理単A臥 技成な生ム文)皮十二像易銀監惑

比と貢ふッ当認ユル峨角貸蜂要え疑勲融車敦!玉且ミ▼並′9ク環9規 長左準週ti盗紀ャ
【 ャ … … … … … … … … 十 ~ ~ 一 ~ 十 一 ― 十 一 ― ― ― ― 十 一 一 十 一 十 一 ― 十 一 … … … … … … … … … … … … , ―

/ 1
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大阪府情報公開条例は、次の とお り規定 している。

だ

一 十 十 一 一 十 一 ― ― ― 十 一 一 ― ―

大阪府/大 阪府情報公開条例

第二十二条 (情報の公表及び提供)                      |

実施機関及び実施法人は、府民の府政への参加 をよリー層推進 し、府政の公正な運 |

営を確保 し、府民の生活の保護及び利便の増進 を図るため、情報の公表を積極的に行 |

うとともに、府民の求めに応 じ、わか りやすい情報を迅速に提供するよう努めなけれ |

ばならない。

2 実 施機関又は実施法人は、第十人条第
一項の規定又は第十九条の三において準用

する第十人条第一項の規定により公開 した行政文書又は法人文書に記録 された情報

の提供及び公表を推進するよう適切な措置を講 じなければな らない。

第二十八条 (費用負担)

次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号の写 しの作成及び送付 (これ らに準ず

るもの として実施機 関の規則又は実施法人の規程で定めるものを含む。)に要する費 |

用を負担 しなければならない。
一、二  (lla)                              |

三 第 二十二条の規定に基づき、実施機関又は実施法人が定めるところにより、蹟艶 |

Q掻虫ニセI盆 政え貴生え虫上A去記範銘曇立2企よ丘 れとR皇£盗五盆虫しK彙 |

般 況思ユス期 食ヽ混&ミ駿 拘ユ換安念h、 2た量立&虫 峨     |

4.写 しの交付の手続 きについて

▼検討のポイン ト

新制度の検討にあたつては、写 しの交付の表艇 についても考える必要がある。

「写 しの交付の申出書」や 「申出書の受付方法」、 「写 しの交付の媒体」な どについ

ては、「条例に基づ く開示請求に準ず る」ことをベース として考える。

新制度の 目的は、県民がより簡易な手続きで行政文書の写 しを入手できることにあ

るため、できるだけシンプルな手続 きが望ましい。

【条例に基づく開示請求の場合】

★ 「公文書開示請求書」の記載事項

○郵便番号

○住所

①氏名 (法人等の場合は、法人等名及び代表者名)
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○電話番号

○開示 を請求す る公文書 の内容又 は件名

○開示 の実施方法

・関覧または写 しの交付

・紙 または電磁 的記録

・カ ラー コピー、スキャナ読み込みの希望の有無

・電磁 的記録 の場合 の希望す る媒体

☆公文書開示請求書の受付方法

窓 日持参、郵送 、FAX、 専用サイ トか らの電子 申請

★写 しの交付 の媒体

紙 、FD、 CD, R、録音カセ ッ トテープ、 ビデオテープ


